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委員会の設置の背景 

 京都府では、将来の世代に恵み豊かな環境を残すため、パリ協定が求める気温の上昇
を 1.5℃に抑える努力の追求が私たちの使命であると考え、2020年２月に「2050年
温室効果ガス排出量実質ゼロ」を目指すことを宣言したところ。 

 その実現に向けては、地域資源を活用した再生可能エネルギーの最大限の導入が不可
欠となっている。 

 他方で、再エネの導入の課題としては、生活環境・自然環境への影響やその懸念に起
因するものもある。 

 そのため、再エネの最大限の導入に当たっては、環境保全への配慮や地域との合意形
成を前提に、地域共生型の再エネ導入を促進することとし（≓そうでない事業は除外
し）、それにより再エネに対する社会的受容性の向上を図ることが肝要。 

 そうした考えのもと、本府では、改正温対法に基づき、促進区域の都道府県の環境配
慮基準（市町村が促進区域を設定する際に考慮すべき事項等）の設定を行いたく、
本委員会において基準案について御議論いただきたい。 
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促進区域について 

 本年４月施行の改正温対法では、脱炭素社会の実現に向け、市町村が再エネ事業
の「促進区域」を設定可能とする制度を措置。 

 促進区域は、国が定める基準のほか、都道府県が基準を定めている場合には、当該
基準に従い、市町村が設定。 

 促進区域内で行われる「地域脱炭素化促進事業（再エネ設備等の設置事業）」は、
市町村の計画認定を受けることが可能であり、認定を受けた事業は、環境影響評価
法に基づく環境アセスメント（以下「法アセス」）の配慮書の手続省略等の特例措置
の対象※となる。 

※法アセスの配慮書手続の省略は、都道府県基準が設定されている場合に限る。 



都道府県基準案 

実施すべき事項 実施主体 実施すべき事項のイメージ 

1. 国の環境保全に係
る基準の設定 

国 

2.都道府県基準の 
  設定 

都道府県 

3.促進区域・地域の
環境の保全のための
取組等の設定 

市町村 

4. 地域脱炭素化促
進事業計画の策定  

事業者 

5. 地域脱炭素化促
進事業の認定  

市町村 
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その他のエリア 
除外すべき
エリア 

市町村が考慮す
べきエリア・事項 

 その他の 
  エリア 

除外すべ
きエリア 

    市町村が 
    考慮すべき 
    エリア・事項 

＜地方公共団体実行計画＞ 

促進区域・地域の環境の 
保全のための取組等 

＜地域脱炭素化促進事業計画＞ 
 

地域脱炭素化 
促進施設の整備 

地域の脱炭素化 
のための取組 

地域の環境の 
保全のための 

取組 

地域の経済及び 
社会の持続的発展 
に資する取組 

②国基準に加えて考慮 
 が必要なエリアや 
 考慮すべき事項 
（△のエリア） 

③地域脱炭素化促進
事業の例示 

（○のエリア、取組の例示） 

①国基準に加えて除外
するエリア 

（×のエリア） 

想定エリア・ 
取組例示 

法アセス配慮書手続 
省略等の特例の対象 

促進区域の設定・事業認定の流れ 

 促進区域の設定は以下のスキームによる再エネのゾーニングの仕組み。 

※都道府県基準は、温対法実
行計画区域施策編に位置付
けるものとされている。 

環境省 地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第１版）を参考に作成 

P6-10といった 
考え方でエリア設定 
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【参考①】国の基準（促進区域設定に係る環境省令） 
                                   （環境省 地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第１版）P13引用） 
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【参考②】市町村における促進区域抽出の流れのイメージⅠ（広域的ゾーニング型） 
                        （環境省 地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第１版）P37引用） 
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【参考③】市町村における促進区域抽出の流れのイメージⅡ（広域的ゾーニング型以外） 
                                       （環境省 地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第１版）P38引用） 
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【参考④】市町村における促進区域抽出の流れのイメージⅡ-1（地区・街区指定型） 
                                        （環境省 地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第１版）P39引用） 
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【参考⑤】市町村における促進区域抽出の流れのイメージⅡー２（公有地・公共施設活用型） 
                                                   （環境省 地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第１版）P40引用） 
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【参考⑥】市町村における促進区域抽出の流れのイメージⅡ－３（事業提案型） 
                                        （環境省 地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第１版）P41引用） 
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府が策定する促進区域の設定基準等について 

 改正省令では、再エネ施設の種類毎に以下の環境配慮事項を都道府県基準として
定めることとされている。 

– 促進区域に含めない区域 

– 促進区域の設定に当たって考慮すべき環境配慮事項（配慮すべきエリアや配慮す
べき事項） 

– 促進区域の設定に当たって収集すべき情報及びその収集方法 

 上記の基準に加えて、市町村が地域脱炭素化促進事業を積極的に促進するためにも、
促進区域設定に当たって望ましいエリアや好事例も温対計画に位置付けることとする。 

– 促進区域として設定を特に推奨するエリア 

– 地域の経済活性化や地域課題の解決に貢献することが期待される地域脱炭素
化促進事業 
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【参考⑦】都道府県基準に定める環境配慮事項の一覧 
                                   （環境省 地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第１版）P14引用） 
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【参考⑧】策定する基準の構成イメージⅠ（大規模太陽光発電施設） 
                      （環境省 地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第１版）P17引用） 
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【参考⑨】策定する基準の構成イメージⅡ（大規模太陽光発電施設） 
                 （環境省 地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第１版）P18引用） 
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本日御議論いただきたい点 

 府では、以下の３つの考え方で、太陽光発電設備と風力発電設備に係る基準を策定することを
考えているところ、本日は、以下の論点について、御議論いただきたい。 

＜基準策定の考え方＞ 
 

①地域住民にとって安心・安全な再エネの導入促進 

促進区域内の再エネ設備による災害リスク等を回避し、府民と共生する安心・安全な再エネ導入の促進を
図る。 

②京都の豊かな自然・生態系・景観に配慮した再エネの導入促進 
京都の豊かな自然環境と共生し、地域特有の景観や伝統文化と調和した再エネ導入の促進を図る。 

論点１：今後、除外するエリアや考慮すべきエリア等を検討するに当たって、関係すると思われる区域等を資
料４に列記したので、これらについて御意見をいただきたい。 

例：「○○地域は除外するエリアにすべき」、「△△区域は指定のレベルに応じて取扱いに差を設けるべき」、「資
料４には◆◆地域がないが除外するエリアとして検討すべき」 等 

③地域社会・地域経済の健全な発展に資する再エネの導入促進 
地域経済の発展（雇用創出・事業機会の創出）や地域課題の解決に繋がる再エネ導入の促進を図る。 

 
  ⇒論点２ ・・・・・・ 
論点２：再エネポテンシャルの最大限活用及び地域の経済活性化・課題解決の観点等から、積極的に促進区      

域に位置付けるエリアや、促進事業の認定基準の一つである「地域の経済及び社会の持続的発展に      
資する取組」（実行計画に明記された取組への適合）の例示（参考⑩、⑪）について、御意見をい     
ただきたい。＜いずれも市町村が設定するもの＞ 
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【参考⑩】推奨すべきエリアや地域の経済活性化等への貢献Ⅰ 
                               （環境省 地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第１版）P65等引用） 

地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（地域脱炭素化促進事業編）＜抜粋＞ 

 促進区域を設定する場合には、市町村内の再エネのポテンシャルを最大限活用する観点から、例えば、太陽
光発電については公共施設や公共遊休地、 住宅・建築物の屋根、営農が見込まれない荒廃農地、廃棄
物最終処分場跡地、ため池、その他低未利用地を含め、区域内で再エネの導入を促進し得る場所について
幅広く検討し、積極的に位置付けるべきです。 
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【参考⑪】推奨すべきエリアや地域の経済活性化等への貢献Ⅱ 
                          （環境省 地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第１版）P61引用） 


